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株式会社淺沼組（東証一部：コード１８５２）への株主提案及び 

同提案に関する特集サイトの開設について 

 

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE 

OF JAPAN－UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファン

ド及び株式会社ストラテジックキャピタルは株式会社淺沼組（以下「当社」といいま

す。）の議決権を３００個以上６か月前から引き続き保有しております。 

 

ファンド及び弊社は、本年４月２４日に、当社に対し、来る６月開催予定の当社の定時株

主総会について株主提案権を行使する書面を発送し、同月２７日に当社への株主提案に係

る書面の到達を確認しましたので、本件を公表いたします。株主提案の内容及び提案の理

由のそれぞれの概要は以下の通りです。 

詳細な説明は、https://proposal-for-asanuma-from-sc-2020.com/又は株式会社ストラテジ

ックキャピタルのホームページ右上の特設サイトリンクをご参照ください。 

 

 

記 

[１] 提案する議題の内容 

１．政策保有株式の売却に係る定款変更の件 

現行の定款に以下の章及び条文を新設する。 

第８章 政策保有株式の売却 

第３５条（政策保有株式の売却） 

当会社が、本条を追加する定款変更の効力発生日現在、貸借対照表に計上している政策保有

株式は、第８６期から第８８期までの３期中に速やかに売却するものとする。 

 

２．剰余金を処分する件 

（１）配当財産の種類 

金銭 

（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 

https://proposal-for-kyokuto-from-sc.com/
https://proposal-for-asanuma-from-sc-2020.com/
https://stracap.jp/
https://stracap.jp/


５１８円から、第８５期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金

処分に係る議案（以下「会社側利益処分案」という。）に基づく普通株式１株当たり配当金

額（以下「会社提案配当金額」という。）を控除した普通株式１株当たりの配当金額を、会

社提案配当金額に加えて配当する。 

第８５期１株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額（以下「実績ＥＰＳ」

という。）が５１８円と異なる場合は冒頭の５１８円を実績ＥＰＳに読み替える。 

なお、配当総額は、上記の普通株式１株当たりの配当金額に、当社の第８５期定時株主総会

の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。 

（３）剰余金の配当が効力を生じる日 

当社の第８５期定時株主総会の開催日の翌日 

 なお、本議案は、第８５期定時株主総会に会社側利益処分案が提案された場合、同提案と

は独立かつ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。 

 

 

[２] 提案の理由 

１．政策保有株式の売却に係る定款変更の件 

当社は、２０１９年３月期に住友不動産株式会社株式を政策保有株式として１０万株買

い増した。また、当該株式の貸借対照表計上額は、２０１９年３月末現在において１２億３

８百万円と、前期の６億６８百万円からほぼ倍増した。そして、当社は２０１９年３月末現

在、貸借対照表計上額で９２億６７百万円となる５５銘柄の政策保有株式を保有している。 

当社の２０１９年６月２７日付にて提出された有価証券報告書によれば、政策保有株式

の株式発行企業は、当社の取引先であり、保有の目的は「取引先との友好関係強化の為」及

び「取引関係の強化の為」と説明されている。取引先との友好関係を強化しても当社の株主

価値が向上するとは考えがたく、また、株式を保有することがなぜ取引関係の強化につなが

るのかも理解しがたい。 

政策保有株式を保有することは、すなわち安定株主として当該株式を保有することであ

り、これは当該株式発行会社の取締役の保身に協力するものである。株主から預かっている

当社の大切な資本をそのような他社の取締役の保身への協力などという不適切な目的に使

用して、不稼働資産である政策保有株式として眠らせることは妥当でなく、効率的に活用す

るべきである。 

 当社は、現在保有する政策保有株式を早期に全て売却し、その売却代金を当社の株主価値

向上のために使うべきである。具体的には、政策保有株式を、今期を含む今後３期以内に売

却することとする。 

 

２．剰余金を処分する件 

 「第２ 提案の内容 ２．剰余金を処分する件」に記載の５１８円とは、２０２０年４月



２３日現在最新の当社予想１株当たり当期純利益の金額である。本件は、会社提案の１株当

たり配当金がいくらであっても、当期純利益全てを配当すること、つまり、配当性向１００

％を企図した提案である。 

 当社の自己資本比率は２０１９年３月末現在で３６．６％となっているが、これは、本決

算ベースで当社の過去最高まで上昇した水準である。さらに、当社が自己資本比率を２０２

０年３月末に４１％まで高めることを計画していることもあわせて考えると、過年度並み

の利益水準が継続するとすれば、将来のＲＯＥは減少していくこととなる。 

 さらに、当社は自己資本比率をさらに積み上げようとするのみならず、２０１９年１２月

末現在で、現預金約２５５億円、投資有価証券約９７億円、有利子負債は約９８億円と、現

金類似資産も十分な水準で保有している。 

当社は、これ以上自社内に資金を留保する必要はなく、また、これ以上自己資本を積み上

げてもＲＯＥは減少するだけである。余剰資金を株主に還元することが、株主価値を高め、

ひいては株価の向上につながることから、剰余金の配当を大幅に増額すべきである。 

なお、今回提案する剰余金の処分案を実行しても、その配当総額は当期純利益の範囲内で

あることから、前期末の当社の自己資本及び現預金水準を大きく変えるものではなく、当社

の財務状態は良好なままである。 

 

以上 


